
 

身体拘束等の適正化の体制整備（合同会社演舞企画） 

 

○ 障害の有無に関わらず全ての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利があります。 一方で、身

体拘束とは、障害者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、行 動を抑制または制限し、障

害者の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為です。  

 

〇 障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当 する行為とさ

れています。身体拘束は、関節の拘縮や、筋力や心肺機能等、身体的能力の低下、 褥瘡の発生等の身体的弊

害、意思に反して行動を抑制されることによる不安や怒り、あきらめ、 屈辱、苦痛といった精神的な弊害をもたら

します。  

 

〇 このことは、家族にも大きな精神的苦痛となるとともに、職員等は問題解決の手段として安易 に身体拘束に

頼るようになり、モチベーションや支援技術の低下を招く等の悪循環を引き起こす ことになります。そのため、身

体拘束の廃止は、本人の尊厳を回復し、支援の質が低下する悪循 環を止める、虐待防止において欠くことので

きない取組といえます。  

 

○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設 等の人

員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされて

います。 

 

 ＜緊急やむを得ない場合＞※以下の全てを満たすことが必要。 
① 切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著し く高いことが

要件となります。  

② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となりま す。  

③ 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。  

○ さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録（身体拘束記録用紙）しなければならないとされています。 


